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付
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保
健
所
使
用
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
五
十
四
号

保
健
所
使
用
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

保
健
所
使
用
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
一
年
東
京
都
規
則
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
別
記
第
一
号
様
式
」
を
「
別
記
様
式
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
中
「氏

名
殿

」
を
「殿

」
に
改
め
、
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
保
健
所
使
用
条
例
施
行
規
則
の
様
式
に
よ

る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

心
身
障
害
者
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
五
十
五
号

心
身
障
害
者
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

心
身
障
害
者
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
東
京
都
規
則
第
百
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
」
を
加
え

る
。別

記
第
一
号
様
式
及
び
第
一
号
の
二
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
二
号
様
式
()表
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
()裏
中
「必

ず
こ
の
証
と
被
保
険
者
証
を
一
緒
に
取

扱
病
院
・
薬
局
等
の
窓
口

」
を
「取

扱
病
院
・
薬
局
等
の
窓
口
で
電
子
資
格
確
認
を
受
け
る
場
合
は
こ

の
証
を
、
電
子
資
格
確
認
を
受
け
な
い
場
合
は
こ
の
証
と
被
保
険
者
証
を
一
緒

」
に
、
「問

い
合
わ
せ

先

」
を
「問

合
せ
先

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
の
三
様
式
()表
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
()裏
中
「必

ず
こ
の
証
と
被
保
険
者
証
を
一
緒

に
取
扱
病
院
等
の
窓
口
に
提
出
し

」
を
「取

扱
病
院
・
薬
局
等
の
窓
口
で
電
子
資
格
確
認
を
受
け
る
場

合
は
こ
の
証
を
、
電
子
資
格
確
認
を
受
け
な
い
場
合
は
こ
の
証
と
被
保
険
者
証
を
一
緒
に
提
出
し
、

」

に
、
「問

い
合
わ
せ
先

」
を
「問

合
せ
先

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「㊞
」
を
削
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中
「㊞
」
を
削
り
、
「日

本
産
業
規
格
Ｂ
列
４
番

」
を
「日

本
産
業
規
格
Ａ
列
３
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番

」
に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
の
二
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
五
号
の
三
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
五
号
の
四
様
式
及
び
第
五
号
の
五
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
六
号
様
式
及
び
第
七
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
八
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
九
号
様
式
及
び
第
十
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
心
身
障
害
者
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
四
条
の

規
定
は
、
令
和
三
年
九
月
一
日
以
後
に
行
わ
れ
る
療
養
に
係
る
医
療
費
の
助
成
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
医
療
費
の
助
成
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
心
身
障
害
者
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則
別
記
第
一
号
様
式
か
ら
第
二
号
様
式
ま
で
及
び
第
二
号
の
三
様
式
か
ら
第
十
号
様
式

ま
で
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

雑

報

東
京
都
職
員
共
済
組
合
一
般
貸
付
金
貸
付
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
に
よ
る
廃
止
前
の
東
京
都
職
員
共

済
組
合
一
般
貸
付
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

多
羅
尾

光

睦

◉
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
則
第
一
号

東
京
都
職
員
共
済
組
合
一
般
貸
付
金
貸
付
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
に
よ
る
廃
止
前
の
東

京
都
職
員
共
済
組
合
一
般
貸
付
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
職
員
共
済
組
合
一
般
貸
付
金
貸
付
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
（
平
成
二
十
六
年
東
京
都
職
員
共

済
組
合
規
則
第
二
号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
規
則

に
よ
る
廃
止
前
の
東
京
都
職
員
共
済
組
合
一
般
貸
付
金
貸
付
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
東
京
都
職
員
共
済

組
合
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
紙
様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
紙
様
式
第
六
号
中
「住

所

氏
名（
自
署
又
は
記
名
・
押
印
）

」
を

「所
属

氏
名

」
に
改
め
、

を
削
る
。

「公印

」

別
紙
様
式
第
八
号
中
「公

印

」
及
び
「第

号

」
を
削
る
。

別
紙
様
式
第
九
号
中
「殿

」
を
「様

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
り
、
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都

職
員
共
済
組
合
一
般
貸
付
金
貸
付
規
則
別
紙
様
式
第
四
号
、
別
紙

様
式
第
六
号
、
別
紙
様
式
第
八
号
及
び
別
紙
様
式
第
九
号
に
よ
る

用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
職
員
共
済
組
合
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

多
羅
尾

光

睦

◉
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
程
第
一
号

東
京
都
職
員
共
済
組
合
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程

東
京
都
職
員
共
済
組
合
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
七
年
東
京
都
職

員
共
済
組
合
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
十
三
号
中
「
第
十
五
条
」
の
下
に
「
（
第
十
九
条
第
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
「
第
十
九
条

ま
で
」
を
「
第
十
八
条
ま
で
及
び
第
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同

条
第
十
七
号
を
削
る
。

第
十
一
条
第
三
項
中
「
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
」
を
「
電
子

計
算
機
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
、
フ
ロ

ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。

第
十
六
条
第
三
項
第
二
号
中
「
受
領
印
を
押
さ
せ
た
」
を
「
受
領

し
た
職
員
名
を
記
載
さ
せ
た
」
に
、
「
を
記
載
し
て
文
書
主
任
の
確

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。
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認
印
を
押
す
も
の
と
す
る
」
を
「
及
び
開
封
し
た
職
員
名
を
記
載
さ

せ
る
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
文
書
主
任
の
確
認
印
を
押
し
」

を
「
開
封
し
た
職
員
名
を
記
載
し
」
に
、
「
受
領
印
を
押
さ
せ
た
」

を
「
受
領
し
た
職
員
名
を
記
載
さ
せ
た
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中

「
文
書
主
任
の
確
認
印
を
押
し
」
を
「
開
封
し
た
職
員
名
を
記
載

し
」
に
、
「
受
領
印
を
押
さ
せ
た
」
を
「
受
領
し
た
職
員
名
を
記
載

さ
せ
た
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
中
「
受
領
印
を
押
さ
せ
た
」
を
「
署
名

さ
せ
た
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に

着
信
し
た
電
磁
的
記
録
の
内
容
は
、
」
を
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
収

受
の
処
理
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
当

該
電
磁
的
記
録
の
内
容
を
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、

同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
着
信
し
た
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
は
、
第
十

四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
五
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
四
条
第
一
項
中
「
情
報
処
理
シ
ス
テ

ム
」
と
あ
る
の
は
、
「
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

第
二
十
三
条
第
三
項
中
「
第
十
九
条
ま
で
」
を
「
第
十
八
条
ま
で

及
び
第
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
第
一
項
中
「
電
子
署
名
を
行
う
公
文
書
を
除
き
、
」

を
削
り
、
「
に
は
、
」
の
下
に
「
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て

組
合
外
に
施
行
文
書
（
電
磁
的
記
録
に
限
る
。
）
を
送
信
す
る
こ
と

に
つ
い
て
法
令
等
に
定
め
が
あ
る
場
合
又
は
事
務
局
長
が
別
に
定
め

る
場
合
を
除
き
」
を
加
え
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
二
項

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
利

用
し
て
組
合
外
に
送
信
す
る
施
行
文
書
に
つ
い
て
は
、
法
令
等
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
に
応
じ
て
、
電
子
署
名
（
電
子
署

名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。
）
を
行
う

も
の
と
す
る
。

第
三
十
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
文
書
が
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
場
合
（
法
令
等
の
定
め
に
よ
り
公
印
の
押
印
を
要
す

る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
「
（
公
印
省
略
）
」
の
記
載
を
し
て
、

公
印
の
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

対
内
文
書

二

組
合
外
に
発
信
す
る
施
行
文
書
の
う
ち
、
国
、
地
方
公
共
団

体
、
東
京
都
が
設
立
し
た
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行

政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
又
は
東
京
都
公

文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
九
年
東
京
都
条
例

第
三
十
九
号
）
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
出
資
等
法
人
に

対
し
発
信
す
る
文
書
（
重
要
な
も
の
を
除
く
。
）

三

組
合
外
文
書
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、

軽
易
な
公
文
書

別
記
第
一
号
様
式
中
「
受
領
者
印
」
を
「
受
領
者
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
変
更
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都

職
員
共
済
組
合
文
書
管
理
規
程
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、

現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
職
員
共
済
組
合
住
宅
資
金
貸
付
規
則
施
行
規
程
を
廃
止
す

る
規
程
に
よ
る
廃
止
前
の
東
京
都
職
員
共
済
組
合
住
宅
資
金
貸
付
規

則
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

多
羅
尾

光

睦

◉
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
程
第
二
号

東
京
都
職
員
共
済
組
合
住
宅
資
金
貸
付
規
則
施
行
規

程
を
廃
止
す
る
規
程
に
よ
る
廃
止
前
の
東
京
都
職
員

共
済
組
合
住
宅
資
金
貸
付
規
則
施
行
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
規
程

東
京
都
職
員
共
済
組
合
住
宅
資
金
貸
付
規
則
施
行
規
程
を
廃
止
す

る
規
程
（
平
成
二
十
六
年
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
程
第
一
号
）
附

則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る

同
規
程
に
よ
る
廃
止
前
の
東
京
都
職
員
共
済
組
合
住
宅
資
金
貸
付
規

則
施
行
規
程
（
昭
和
五
十
二
年
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
程
第
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
二
項
中
「
き
損
」
を
「
毀
損
」
に
改
め
、
同
条
第
四

項
中
「
滅
失
・
き
損
報
告
書
」
を
「
滅
失
・
毀
損
報
告
書
」
に
改
め

る
。別

紙
様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
紙
様
式
第
十
号
（
甲
）
か
ら
別
紙
様
式
第
十
一
号
ま
で
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。
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別
紙
様
式
第
十
二
号
中
「住

所

氏
名（
自
署
又
は
記
名
・
押
印
）

」
を

「所
属

氏
名

」
に
改
め
、

を
削
る
。

「公印

」

別
紙
様
式
第
十
五
号
中
「貸

付
金
を

」
を
「未

償
還
元
利
金
を
下

記
の
と
お
り

」
に
改
め
、
「印

」
及
び
「第

号

」
を
削
る
。

別
紙
様
式
第
十
五
号
の
二
中
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附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都

職
員
共
済
組
合
住
宅
資
金
貸
付
規
則
施
行
規
程
別
紙
様
式
第
五
号
、

別
紙
様
式
第
十
号
か
ら
別
紙
様
式
第
十
二
号
ま
で
、
別
紙
様
式
第

十
五
号
及
び
別
紙
様
式
第
十
五
号
の
二
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残

存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。
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